
プライバシーポリシー

目的

第１条

一般財団法人 診療看護師等医療従事者育成支援協会（NupMep）（以下「法人」という。）におけ
る個人情報を適切に取り扱うために必要な対応を本規程において定める。

定義

第２条

1. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
日、その他の記述などにより特定の個人を識別することができる情報のことをいう。（他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報

を含む。）

2. 情報主体とは、一定の情報によって識別されるまたは識別され得る個人をいう。

対象となる個人情報

第３条

本規程は、コンピューター・システムにより処理されているか否か及び書面に記載されているか

否かを問わず、法人において処理されるすべての個人情報を対象とする。

本規程の適用範囲

第４条

本規程は、法人役職員その他の個人情報を利用するすべての者に適用する。

個人情報の管理

第５条

1. 法人は個人情報保護責任者を置き、個人情報の保護と正確性を維持するため、必要な
措置を講じなければならない。

2. 情報主体とは、一定の情報によって識別されるまたは識別され得る個人をいう。
3. 個人情報保護責任者は、個人情報の漏洩、改ざん、減失を防止するため、適切な保護

体制を整備しなければならない。

個人情報の収集

第６条

個人情報の取得は、法人の正当な業務の範囲内で、取得目的を定め、その目的達成に必要な

限度においてこれを行うものとする。



個人情報の保有

第７条

1. 個人情報の保有は、法人の適正な業務の範囲内で、保有目的を定め、その目的達成に
必要な限度においてこれを行うものとする。

2. 前項の規定により特定された保有目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有
してはならない。

個人情報の利用

第８条

1. 個人情報の利用は、法人の業務進行上必要な場合で、収集目的の範囲内でなされなけ

ればならない。

2. 収集目的の範囲を超えているときでも、次の各号に該当する場合は、法人の個人情報を

利用することができる。

2.1. 情報主体の同意があるとき

2.2. 個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき

2.3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき

2.4. 国の機関若しくは地方公共法人又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があり、情報主体の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の提供

第９条

1. 個人情報を第三者に提供してはならない。
2. 前項の規定に関わらず、法人が保有する個人情報を第三者に提供する必要が生じた場

合には、個人情報保護責任者の承認を得るとともに、情報主体に提供先、利用目的、提

供する個人情報の内容及び提供手段を通知し、同意を得なければならない。

法令上の例外規定

第１０条

前条の規定に関わらず、個人情報の保護に関する法律第２３条第１項各号の規定に該当する場

合において、個人情報を第三者に提供するときは、個人情報保護責任者の承認を得た上で行う

ものとする。

個人情報の共同利用

第１１条

1. 個人情報を共同利用する場合は、次に掲げる事項を法人のホームページへの掲載その

他の方法により継続して公表し、情報主体が容易に知り得る状態にしなければならな

い。

1.1. 個人情報を特定の者との間で共同利用する旨

1.2. 共同利用する情報の種類



1.3. 共同利用する者の範囲

1.4. 共同利用する者の利用目的

1.5. 情報主体の求めに応じて共同利用を停止すること

安全確保の措置

第１２条

個人データの取扱の全部または一部を委託するときは、個人情報の保護水準を満たしている事

業者を選定すると共に、契約書に管理者の注意義務、秘密保持義務及び安全確保の措置の義

務を明記した事項を覚書等で取り交わす等の措置を講じるものとする。

個人情報の利用

第１３条

1. 法人は、その保有している個人情報について、情報主体から自己の個人情報について

開示を求められた場合には、合理的な期間内にこれに応じなければならない。（当該個

人情報が存在しないときには、その旨を通知します。）

2. 情報主体の個人情報に関して明らかに事実と異なる場合で、当該情報主体から訂正又

は削除を求められた場合には、合理的な期間に応じるものとし、訂正又は削除を行った

場合には、可能な範囲内で個人情報の情報主体に対し通知するものとする。

3. 開示することにより次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しない

こともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。

3.1. 情報主体又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが

ある場合。

3.2. 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。

3.3. 他の法令に違反することとなる場合。

個人情報の破棄

第１４条

保有期間を過ぎた個人情報は法令その他規定に定めのある場合を除き、安全かつ確実な方法

で速やかに破棄しなければならない。

苦情処理

第１５条

法人は個人情報の取扱に関する苦情および相談に適切かつ速やかに処理しなければならな

い。

個人情報苦情及び相談

一般財団法人 診療看護師等医療従事者育成支援協会（NupMep）
個人情報保護責任者（代表理事） 青山 竜馬

メール：info@nupmep.org



免責

第１６条

1. コンピューターウイルス等の有害物が含まれていないこと及び第三者からの不正アクセ
スのないこと、その他安全性に関する保証をすることはできない。

2. 情報保護責任者及び個人情報に携わる者は、不正アクセスの無いようにする努力義務
を有する。

3. 本規程の一部が法令等によって無効と判断された場合、当該部分以外は有効であると
みなす。

改廃

第１７条

本規程の改廃は理事会で決定する。

附則

本規程は令和6年11月6日から施行する。


